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第 119号 

令和 2年(2020年) 

6月 30日 

火曜日 

目 次 

規則 
○ 老人福祉法施行細則の一部を改正する規則（高齢者福祉課） 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正

する規則（障害者福祉推進課） 

○ 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付けに関する規則の一部を改

正する規則（少子政策課） 

○ 児童福祉法施行細則の一部を改正する規則（健康長寿課） 

○ 埼玉県県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（住宅課） 

告示 
○ 令和２年度地籍調査事業計画の決定（土地水政策課） 

○ 公文書の開示の実施状況の公表（文書課） 

○ 医療機関等向けサージカルマスクに関する契約の相手方等の公示（環境政策課） 

○ 土壌汚染対策法の規定に基づく形質変更時要届出区域の指定（水環境課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療機関及び施術機関の指定（社会

福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

変更の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関及び指定施術機関の

廃止の届出（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護機関の指定（社会福祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の変更の届出（社会福

祉課） 

○ 生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止の届出（社会福

祉課） 



 

令和 2年(2020年)6月 30日 

 

○ 備前堀土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 羽生領島中領用排水路土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 新座都市計画事業施行の周知（道路街路課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ 大宮公園清掃・警備業務委託に関する入札公告（大宮公園事務所） 

○ 指定確認検査機関の監督命令（建築安全課） 

○ 検視支援システムタブレット端末機器等の賃貸借に関する落札者等の公示（会計課） 

○ 特定計量器定期検査（集合検査）（計量検定所） 

○ 特定計量器定期検査（県の巡回検査）（計量検定所） 

○ 特定計量器定期検査（指定定期検査機関の巡回検査）（計量検定所） 

○ 県道根岸本町線の区域の変更（さいたま県土整備事務所） 

○ 建築基準法第 42条第１項第５号に基づく道路の位置の指定（熊谷建築安全センター） 
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様式第５号（第４条関係） 

養護老人ホーム等設置届 

                                  年  月  日 

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

                       市町村長             □印     

                      （地方独立行政法人の長       □印）   

  老人福祉法による
養 護 老 人 ホ ー ム

特別養護老人ホーム
を設置したいので、下記のとおり届け出ます。 

記 

 １ 施設の名称、種類及び所在地 

 ２ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 （１） 建物（規模及び構造） 

 （２） 設備 

 （３） 土地（敷地の面積、借地等の有無） 

 ３ 施設の運営の方針（運営規程等） 

 ４ 入所定員 

   定員    人 

 ５ 職員の定数及び職務の内容 

 ６ 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 

 ７ 事業開始の予定年月日 

 ８ その他  

 （１） 地方独立行政法人が設置しようとする場合にあつては、届出者の登記事項証明 

    書 

  （２） 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる書類 

    ア 埼玉県軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準 

     を定める条例（以下「条例」という。）第７６条（条例第１１７条において準 

     用する場合を含む。）又は第１０３条（条例第１２１条において準用する場合 

     を含む。）に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程 

    イ 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

    ウ 職員の勤務の体制及び勤務形態 

    エ 条例第９６条第１項（条例第１１１条、第１１７条又は第１２１条において 

     準用する場合を含む。）に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協 

     力病院との契約の内容（条例第９６条第２項（条例第１１１条、第１１７条又 

     は第１２１条において準用する場合を含む。）に規定する協力歯科医療機関が 

     あるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。） 

 添付資料 

   ２の詳細を記載した土地及び建物の平面図、建物の立体図及び立面図並びに設備の 

  配置図 



様式第６号（第４条関係） 

養護老人ホーム等設置認可申請書 

                                年  月  日  

  （宛先） 

        埼玉県知事 

 

                                       申請に係る施設の設置者      

                        所 在 地            

                        名   称            

                        代表者氏名           ○印   

  老人福祉法による
養 護 老 人 ホ ー ム

特別養護老人ホーム
の設置について認可を受けたいので、下記の 

 とおり申請します。 

記 

 １ 施設の名称、種類及び所在地 

 ２ 建物の規模及び構造並びに設備の概要 

 （１） 建物（規模及び構造） 

 （２） 設備 

 （３） 土地（敷地の面積、借地等の有無） 

 ３ 施設の運営の方針（運営規程等） 

 ４ 入所定員 

   定員    人 

 ５ 職員の定数及び職務の内容 

 ６ 施設の長その他主な職員の氏名及び経歴 

 ７ 事業開始の予定年月日 

 ８ その他 

 （１） 申請者の登記事項証明書 

 （２） 特別養護老人ホームを設置しようとする者にあつては、次に掲げる書類 

    ア 埼玉県軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準 

     を定める条例（以下「条例」という。）第７６条（条例第１１７条において準 

     用する場合を含む。）又は第１０３条（条例第１２１条において準用する場合 

     を含む。）に規定する施設の運営についての重要事項に関する規程 

    イ 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

    ウ 職員の勤務の体制及び勤務形態 

    エ 条例第９６条第１項（条例第１１１条、第１１７条又は第１２１条において 

     準用する場合を含む。）に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協 

     力病院との契約の内容（条例第９６条第２項（条例第１１１条、第１１７条又 

     は第１２１条において準用する場合を含む。）に規定する協力歯科医療機関が 

     あるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。） 

 添付資料 

   ２の詳細を記載した土地及び建物の平面図、建物の立体図及び立面図並びに設備の 

  配置図 
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項
」
に
改
め
、
同
表
第
六
条
第
二
項
の
項

中
「
第
八
条
第
四
項
」
を
「
第
八
条
第
五
項
」
に
、
「
第
三
十
七
条
第
四
項
」
を
「
第
三
十
七
条

第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



別
表
第
一
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                     

  

                     

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｃ
1
 

Ｃ
2
 

Ｄ
1
 

Ｄ
2
 

Ｄ
3
 

Ｄ
4
 

Ｄ
5
 

Ｄ
6
 

Ｄ
7
 

Ｄ
8
 

Ｄ
9
 

Ｄ
1
0
 

Ｄ
1
1
 

Ｄ
1
2
 

Ｄ
1
3
 

Ｄ
1
4
 

Ｄ
1
5
 

Ｄ
1
6
 

Ｄ
1
7
 

Ｄ
1
9
 

Ａ
階

層
及

び
Ｂ

階
層

を
 

除
き

前
年

分
の

所
得

税
 

非
課

税
世

帯
 

当
該

年
度

分
の

市
町

村
民

税
所

得
割

非
課

 
（

均
等

割
の

み
課

税
）

 

Ａ
階

層
及

び
Ｂ

階
層

を
 

除
き

前
年

分
の
所

得
税

 
課

税
世

帯
で

あ
つ

て
、

 
そ

の
税

額
の

年
額

区
分

 
が

次
の

額
で

あ
る

も
の

 

当
該

年
度

分
の

市
町

村
民

税
所

得
割

課
税

 

2
,
4
0
0
円

以
下

 

2
,
4
0
1
円

以
上

 
 

 
4
,
8
0
0
円

以
 

4
,
8
0
1
円

以
上

 
 

 
8
,
4
0
0
円

以
 

 
8
,
4
0
1
円

以
上

 
 

 
1
2
,
0
0
0
円

以
 

1
2
,
0
0
1
円

以
上

 
 

 
1
6
,
2
0
0
円

以
 

1
6
,
2
0
1
円

以
上

 
 

 
2
1
,
0
0
0
円

以
 

2
1
,
0
0
1
円

以
上

 
 

 
4
6
,
2
0
0
円

以
 

4
6
,
2
0
1
円

以
上

 
 

 
6
0
,
0
0
0
円

以
 

6
0
,
0
0
1
円

以
上

 
 

 
7
8
,
0
0
0
円

以
 

7
8
,
0
0
1
円

以
上

 
 

1
0
0
,
5
0
0
円

以
 

1
0
0
,
5
0
1
円

以
上

 
 
 
1
9
0
,
0
0
0
円

以
 

1
9
0
,
0
0
1
円

以
上

 
 
 
2
9
9
,
5
0
0
円

以
 

2
9
9
,
5
0
1
円

以
上

 
 
 
8
3
1
,
9
0
0
円

以
 

8
3
1
,
9
0
1
円

以
上

 
1
,
4
6
7
,
0
0
0
円

以
 

 
 
1
,
4
6
7
,
0
0
1
円

以
上

 
1
,
6
3
2
,
0
0
0
円

以
 

 
 
1
,
6
3
2
,
0
0
1
円

以
上

 
2
,
3
0
2
,
9
0
0
円

以
 

 
 
2
,
3
0
2
,
9
0
1
円

以
上

 
3
,
1
1
7
,
0
0
0
円

以
 

Ｄ
1
8
 

 
 
3
,
1
1
7
,
0
0
1
円

以
上

 
4
,
1
7
3
,
0
0
0
円

以
 

 
 
4
,
1
7
3
,
0
0
1
円

以
上

 
 

規

則 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大

野

元

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
八
号 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

                         
 

 



                     

 

税
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

下
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                     

  

                     

 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ａ
階

層
を
除

き
当

該
年

度
分

の
市

町
村

民
税

均
等

割
の
額

の
み
の
課

税
世

帯
 

 Ａ
階

層
、

Ｂ
階

層
及

び
 

Ｃ
階

層
を

除
き

当
該

年
 

度
分

の
市

町
村

民
税

の
 

課
税

世
帯

で
あ

つ
て

、
 

そ
の

市
町

村
民

税
所

得
 

割
の

額
の

区
分

が
次

の
 

区
分

に
該

当
す

る
世

帯
 

3
,
0
0
0
円

以
下

 

3
,
0
0
1
円

以
上

 
 

 
5
,
8
0
0
円

以
下

 

下
 

5
,
8
0
1
円

以
上

 
 

 
8
,
7
0
0
円

以
下

 

8
,
7
0
1
円

以
上

 
 

 
1
3
,
0
0
0
円

以
下

 

1
3
,
0
0
1
円

以
上

 
 

 
1
7
,
4
0
0
円

以
下

 

1
7
,
4
0
1
円

以
上

 
 

 
2
2
,
4
0
0
円

以
下

 

2
2
,
4
0
1
円

以
上

 
 

 
2
8
,
2
0
0
円

以
下

 

2
8
,
2
0
1
円

以
上

 
 

 
5
8
,
4
0
0
円

以
下

 

5
8
,
4
0
1
円

以
上

 
 

 
7
5
,
0
0
0
円

以
下

 

7
5
,
0
0
1
円

以
上

 
 

 
9
6
,
6
0
0
円

以
下

 

9
6
,
6
0
1
円

以
上

 
 

1
2
1
,
8
0
0
円

以
下

 

1
2
1
,
8
0
1
円

以
上

 
 

1
7
5
,
5
0
0
円

以
下

 

1
7
5
,
5
0
1
円

以
上

 
 

2
2
1
,
1
0
0
円

以
下

 

2
2
1
,
1
0
1
円

以
上

 
 

3
8
0
,
8
0
0
円

以
下

 

3
8
0
,
8
0
1
円

以
上

 
 

5
4
9
,
0
0
0
円

以
下

 

5
4
9
,
0
0
1
円

以
上

 
 

5
7
9
,
0
0
0
円

以
下

 

5
7
9
,
0
0
1
円

以
上

 
 

7
0
0
,
9
0
0
円

以
下

 

7
0
0
,
9
0
1
円

以
上

 
 

8
4
9
,
0
0
0
円

以
下

 

8
4
9
,
0
0
1
円

以
上

 
1
,
0
4
1
,
0
0
0
円

以
下

 

1
,
0
4
1
,
0
0
1
円

以
上

 

Ｃ
 

Ｄ
1
 

Ｄ
2
 

Ｄ
3
 

Ｄ
4
 

Ｄ
5
 

Ｄ
6
 

Ｄ
7
 

Ｄ
8
 

Ｄ
9
 

Ｄ
1
0
 

Ｄ
1
1
 

Ｄ
1
2
 

Ｄ
1
3
 

Ｄ
1
4
 

Ｄ
1
5
 

Ｄ
1
6
 

Ｄ
1
7
 

Ｄ
1
8
 

Ｄ
1
9
 

Ｄ
2
0
 

Ｃ
1
 

Ｃ
階

層
 

Ｃ
2
 

Ｄ
1
 
Ｄ

2
0
 

第
５

条
の

４
の

２
第

６
項

 
第

５
条

の
４

の
２

第
５

項
 

様
式
第
一
号
の
十
二
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
 

階
層

 
階

層
 

階
層

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
 

２
 

 
 

 
 

 
 

 

指
定

小
児

慢
性

特
定

 

疾
病

医
療

機
関
 
 

                         

に
改
め
、
同
表
の
備
考
１
中
「 
 

 

」
を
「 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

～ 
 

 
 

に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
中 

２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
同
表
の
備
考
４
中
「 

」
を
「 

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
中
４
を 

３
と
す
る
。 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

様
式
第
三
号
（
表
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
２
中
「 

 
 

 

」
を
「 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
同
様
式 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
己

負
担

上
限

月
額

  
月

額
 

円
 
階

層
区

分
 

指
定

小
児

慢
性

特
定

 

疾
病

医
療

機
関
 

 

自
己

負
担

上
限

月
額

 

食
事

療
養

費
 

  
月

額
 

円
 
階

層
区

分
 

世
帯

構
成

員
名

 

個
人

番
号
 

 続
柄

 
 

性
別

 
生

年
月

日
 職

 
 
 
 
 
業

 

（
勤

務
先

）
  ※

階
層

 

 
区

分
 

（
２

）
 
（

３
）
 

）
 

 ※
 

 所
得

 

税
額

 ※
備

考
 

（
４

）
 

世
帯

構
成

員
名

 

個
人

番
号
 

 続
柄

 
 

性
別

 

生
年

月
日

 職
 
 
 
 
 
業

 

（
勤

務
先

）
 

（
２

）
 

 ※
階

層
 

 
区

分
 

 ※
市

町
 

 
村

民
 

 
税

所
 

 
得

割
 

 
の

額
 

（
３

）
 

 ※
 

 （
 

４
）

 

備
考

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

所
得

税
額

 
市

町
村

民
税

等
 

市
町

村
民

税
等

 
所

得
税

額
 

 
 

        

改
め
る
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

（
裏
）
中
「 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
別
表
第
一
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
の
療
育
の
給
付
に
要
す
る
費 

 

 

用
の
徴
収
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
の
療
育
の
給
付
に
要
し
た
費
用
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
な
お 

 

従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分 

 

 

の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



規

則 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
三
三
四
の
項
を
三
三
五
の
項
と
し
、
一
六
八
の
項
か
ら
三
三
三
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
一
六
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一
六
八 

リ
バ
ー
ハ
イ
ツ
春
日
部
西
金

野
井
住
宅 

春
日
部
市
西
金
野

井 

中
層
耐
火 

四
九
・
九
〇 

二
〇 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
三
号 

令
和
二
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
示
す
る
。 

 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

 

                           

本
庄
市 

飯
能
市 

飯
能
市 

秩
父
市 

秩
父
市 

川
口
市 

川
口
市 

熊
谷
市 

熊
谷
市 

川
越
市 

川
越
市 

さ
い
た
ま
市 

調
査
を
行
う
者
の
名
称 

本
庄
一
丁
目
一 

青
木
第
一 

双
柳
第
十 

神
岡
第
五 

神
岡
第
四 

中
央
二 

中
央
一 

吉
岡
七 

大
麻
生
四 

南
古
谷
第
五 

南
古
谷
第
四 

針
ヶ
谷
第
一 

 
 
 

調

査

地

域

 
 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

  
 
 
 

調

査

期

間

 
 



 

小
鹿
野
町 

小
鹿
野
町 

横
瀬
町 

と
き
が
わ
町 

小
川
町 

小
川
町 

伊
奈
町 

日
高
市 

鶴
ヶ
島
市 

久
喜
市 

越
谷
市 

深
谷
市 

深
谷
市 

狭
山
市 

狭
山
市 

東
松
山
市 

下
小
鹿
野
一 

長
留
十
六 

拾
壱
番 

雲
河
原
一 

青
山
二 

青
山
一 

大
字
小
室
一 

日
高
第
四
十
五
地
区 

下
新
田
地
区 

新
堀
二 

越
谷
第
六
―
三
計
画
区 

深
谷
第
四
十 

深
谷
第
三
十
九 

狭
山
第
五
十
五 

狭
山
第
五
十
四 

東
松
山
十
四
地
区 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 
令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



  

神
川
町 

神
川
町 

東
秩
父
村 

阿
久
原
十
一 

阿
久
原
十 

安
戸
四 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 

令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら 

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
四
号 

 
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
元
年
度
の
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 



請 求 及 び 申 出 の 受 付 件 数 及 び 処 理 件 数  
 

 
 
 

実 施 機 関  
 
 
 

 
 
 

受付 
 

区分 
 
 

 
受 付 件 数       

 
令 和 元 年 度 処 理 件 数  

 
 

令和２ 
年３月 
末現在 
未処理 
件数  

 

 
令和 
元年度 
受付 
件数 

 
前年 
度か 
らの 
繰越 
件数 

 
 
 

計  
 
 

 
 
 

開示 
 
 

 
 

部分 
 

開示 
 

 
 

不開 
 

示  
 

 
 

取下 
 

げ  
 

 
 
 

計  
 
 

 
 
 
 知    事  

 
  請求 

 
4 , 4 4 4  

 
6 0  

 
4 , 5 0 4  

 
1 , 3 3 1  

 
2 , 6 6 8  

 
2 4 7  

 
1 6 5  

 
4 , 4 1 1  

 
9 3  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計 

 
4 , 4 4 4  

 
6 0  

 
4 , 5 0 4  

 
1 , 3 3 1  

 
2 , 6 6 8  

 
2 4 7  

 
1 6 5  

 
4 , 4 1 1  

 
9 3  

 
 
 
 教 育 委 員 会     
 
 

 
  請求 

 
5 4 2  

 
3 6  

 
5 7 8  

 
2 2 2  

 
3 0 1  

 
3 7  

 
1 8  

 
5 7 8  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計 

 
5 4 2  

 
3 6  

 
5 7 8  

 
2 2 2  

 
3 0 1  

 
3 7  

 
1 8  

 
5 7 8  

 
0  

 
 
 選 挙 管 理  
 
 委 員 会     
 

 
  請求 

 
3 3 8  

 
0  

 
3 3 8  

 
2 8 6  

 
4 7  

 
4  

 
1  

 
3 3 8  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計   

 
3 3 8  

 
0  

 
3 3 8  

 
2 8 6  

 
4 7  

 
4  

 
1  

 
3 3 8  

 
0  



 
 
 
 人 事 委 員 会     
 
 

 
  請求 

 
1  

 
0  

 
1  

 
0  

 
0  

 
1  

 
0  

 
1  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計   

 
1  

 
0  

 
1  

 
0  

 
0  

 
1  

 
0  

 
1  

 
0  

 
  
  
 監 査 委 員  
    
 

 
  請求 

 
4 6  

 
0  

 
4 6  

 
3 0  

 
1 6  

 
0  

 
0  

 
4 6  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計   

 
4 6  

 
0  

 
4 6  

 
3 0  

 
1 6  

 
0  

 
0  

 
4 6  

 
0  

 
 
  
 労 働 委 員 会     
 
 

 
  請求 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計   

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
 
 
 収 用 委 員 会     
 
 

 
  請求 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  



 
 
 内 水 面 漁 場     
 
 管 理 委 員 会     
 

 
  請求 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計   

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
 
 公 営 企 業  
  
 管 理 者     
 

 
  請求 

 
2 9  

 
0  

 
2 9  

 
1 7  

 
8  

 
0  

 
4  

 
2 9  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計  

 
2 9  

 
0  

 
2 9  

 
1 7  

 
8  

 
0  

 
4  

 
2 9  

 
0  

 
 
 病 院 事 業  
 
 管 理 者     
 

 
  請求 

 
3  
 

 
0  

 
3  

 
0  

 
 0  

 
1  

 
2  

 
3  

 
0  

 
  申出 

 
  0  

 
0  

 
   0  

 
   0  

 
   0  

 
   0  

 
   0  

 
  0  

 
0  

 
   計   

 
3  

 
0  

 
3  

 
0  

 
 0  

 
1  

 
2  

 
3  

 
0  

 
 
 下 水 道 事  
 
 業 管 理 者  

 
  請求 

 
2  

 
0  

 
2  

 
0  

 
2  

 
0  

 
0  

 
2  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
    0  

 
0  

 
    0  

 
   0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計  

 
2  

 
0  

 
2  

 
0  

 
2  

 
0  

 
0  

 
2  

 
0  



 
 
 地 方 独 立  
 
 行 政 法 人  
 

 
  請求 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計   

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
 
 
 公 安 委 員 会     
 
 

 
  請求 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
 
 
 警 察 本 部 長     
 
 

 
  請求 

 
1 , 5 2 5  

 
6 2  

 
1 , 5 8 7  

 
3 7 9  

 
1 , 0 9 2  

 
3 1  

 
8  

 
1 , 5 1 0  

 
7 7  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計   

 
1 , 5 2 5  

 
6 2  

 
1 , 5 8 7  

 
3 7 9  

 
1 , 0 9 2  

 
3 1  

 
8  

 
1 , 5 1 0  

 
7 7  

 
 
 
 合     計  
 
 
 

 
  請求 
 

 
6 , 9 3 0  

 
1 5 8  

 
7 , 0 8 8  

 
2 , 2 6 5  

 
4 , 1 3 4  

 
3 2 1  

 
1 9 8  

 
6 , 9 1 8  

 
1 7 0  

 
  申出 

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
0  

 
   計   
 

 
6 , 9 3 0  

 
1 5 8  

 
7 , 0 8 8  

 
2 , 2 6 5  

 
4 , 1 3 4  

 
3 2 1  

 
1 9 8  

 
6 , 9 1 8  

 
1 7 0  



 注 １  「 請 求 ｣  と は 埼 玉 県 情 報 公 開 条 例 第 ７ 条 に 規 定 す る も の か ら の 請 求 を い い 、  

   「 申 出 」 と は 同 条 例 第 ２ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る も の か ら の 申 出 を い う 。  

 注 ２  件 数 は 、 公 文 書 の 件 数 で あ る 。  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
五
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び数量 

  医療機関等向けサージカルマスク 1,540,000枚 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県環境部環境政策課総務経理担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15

番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和２年５月21日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社山商 東京都荒川区東日暮里３丁目９番11号 

５ 契約金額 

  54,208,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方自治法施行令第167条の２第１項第５号に該当 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
六
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
戸
田
市
大
字
下
笹
目
字
西
原
五
千
百
七
十
二
番
四
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物



 
 別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
七
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し

た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
又
は
施
術

を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕
上 

一 

指
定
医
療
機
関 

医
療
法
人
い
し
ど
り

ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
由
佑

会 

さ
く
ら
ク
リ
ニ

ッ
ク 

上
尾
ふ
れ
あ
い
ク
リ

ニ
ッ
ク 

松
本
内
科
医
院 

し
ゅ
ろ
の
き
内
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 

た
か
さ
ご
耳
鼻
咽
喉

科 

名
称 

医
療
法
人
い
し
ど

り
ク
リ
ニ
ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
由

佑
会 

医
療
法
人
社
団
關

口
醫
院 

松
本 

幸
子 

医
療
法
人
社
団
む

す
び 

髙
砂 

江
佐
央 

開
設
者
名 

草
加
市
苗
塚
町
四
一
八
―
一 

上
尾
市
上
尾
村
五
四
二
―
一 

上
尾
市
平
方
四
二
七
七
―
五 

上
尾
市
浅
間
台
三
―
二
八
―
一

一 久
喜
市
青
葉
五
―
一
五
―
一 

春
日
部
市
粕
壁
東
一
―
六
―
二 

所
在
地 

令
和
元
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

七
日 指

定
年
月
日 



と
も
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

い
し
は
た
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

医
療
法
人
社
団
み
の

り
会 

埼
玉
北
メ
ー

プ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク 

の
ぐ
ち
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク さ
い
と
う
内
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

医
療
法
人
善
慈
会 

善
能
寺
ク
リ
ニ
ッ
ク 

お
だ
内
科 

田
口
皮
膚
科
医
院 

葵
ク
リ
ニ
ッ
ク 

く
ろ
だ
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 

中
川 

智
彦 

医
療
法
人
社
団
樹

伸
会 

医
療
法
人
社
団
み

の
り
会 

医
療
法
人
社
団
德

愛
会 

齋
藤 

重
信 

医
療
法
人
善
慈
会 

島 

芳
憲 

医
療
法
人
緑
会 

社
会
福
祉
法
人
京

悠
会 

医
療
法
人
せ
せ
ら

ぎ 

上
尾
市
今
泉
一
六
―
二 

久
喜
市
久
喜
中
央
一
―
三
―
一

九
ゆ
き
ビ
ル
一
階 

坂
戸
市
千
代
田
三
―
一
―
四
ブ

ラ
ン
シ
ュ
千
代
田
一
〇
一
号
室 

鶴
ヶ
島
市
脚
折
町
六
―
二
八
―

一 坂
戸
市
伊
豆
の
山
町
二
二
―
一

〇
ト
ー
タ
ス
ビ
ル
一
階 

坂
戸
市
善
能
寺
二
三
二
―
一 

蓮
田
市
馬
込
二
―
三
〇
〇 

新
座
市
東
北
二
―
二
〇
―
九
Ｎ

Ｏ
Ｂ
Ｌ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
一
―
Ａ 

所
沢
市
下
富
一
二
〇
二
―
一 

朝
霞
市
溝
沼
七
六
〇
朝
霞
溝
沼

医
療
セ
ン
タ
ー
一
Ｆ 

令
和
二
年
三
月

十
六
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
四
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

平
成
二
十
九
年

十
二
月
一
日 



 

セ
キ
薬
局 

狭
山
市

店 お
の
だ
薬
局 

調
剤
薬
局
日
本
メ
デ

ィ
カ
ル
シ
ス
テ
ム 

志

木
店 

ス
ギ
薬
局 

フ
ジ
モ
ー

ル
吹
上
店 

フ
タ
バ
薬
局 

わ
ら
び

店 い
る
か
薬
局 

杉
戸
店 

さ
く
ら
歯
科
医
院 

と
み
た
歯
科
医
院 

み
ど
り
ち
ょ
う
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 

し
も
や
ま
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

和
光
市
歯
科 

株
式
会
社
セ
キ
薬

品 小
野
田 

順
子 

日
本
メ
デ
ィ
カ
ル

シ
ス
テ
ム
株
式
会

社 株
式
会
社
ス
ギ
薬

局 株
式
会
社
ハ
イ
ブ

リ
ッ
ド
ブ
レ
イ
ン 

有
限
会
社
Ｙ
＆
Ｒ 

岡
田 

英
治 

医
療
法
人
社
団
Ｙ

Ｋ
Ｃ 

医
療
法
人
社
団
好

政
会 

医
療
法
人
社
団
Ｋ

Ｓ
Ｃ 

医
療
法
人
社
団
令

和
会 

狭
山
市

園
二
六
―
三
五 

所
沢
市
上
安
松
一
―
一
一 

志
木
市
本
町
五
―
二
五
―
八
ド

ゥ
ー
セ
ッ
ト
ビ
ル
二
階 

鴻
巣
市
袋
九
〇
―
一 

Ｆ
Ｕ
Ｊ

Ｉ 

Ｍ
Ａ
Ｌ
Ｌ 

吹
上
店
一
階 

蕨
市
北
町
三
―
四
―
二
八 

北

飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
四
―
一

一
―
二
六 

北
本
市
中
央
二
―
九
〇
ウ
チ
ダ

ア
ネ
ッ
ク
ス
二
〇
〇
〇 

二
Ｆ 

 

秩
父
市
蒔
田
二
二
七
三
―
一 

熊
谷
市
美
土
里
町
一
―
七
一
―

三 所
沢
市
緑
町
四
―
五
―
一
六
マ

ル
ク
新
所
沢
一
階 

和
光
市
丸
山
台
一
―
一
〇
―
一

Ｍ
Ｔ
Ｃ
ビ
ル
六
階 

令
和
二
年
六
月

一
日 

平
成
三
十
年
一

月
一
日 

令
和
二
年
五
月

十
一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
四
月

一
日 

平
成
三
十
年
十

二
月
一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
三
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 



 

あ
お
き
リ
ハ
ビ
リ
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

東
松
山
訪
問
看
護
リ

ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ピ
ア
ラ
ボ 

ひ
だ
ま
り
訪
問
看
護
リ

ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

つ
ば
さ
訪
問
看
護
広
瀬 

あ
ん
し
ん
訪
問
看
護
リ

ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

熊
谷
営
業
所 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 

Ａ
Ｌ
Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｓ
上

尾 訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
あ
や
め
久
喜 

こ
す
も
す
薬
局
北
本
店 

ひ
ま
わ
り
薬
局 

高
坂

店 市
川
薬
局 

あ
お
き
総
合
リ
ハ

ビ
リ
株
式
会
社 

株
式
会
社
ピ
ア
ラ

ボ 株
式
会
社
ケ
ア
サ

ー
ビ
ス
彩
松 

株
式
会
社
ダ
ブ
ル

ウ
イ
ン
グ 

あ
ん
し
ん
看
護
株

式
会
社 

株
式
会
社
ハ
ー
ト

カ
ン
パ
ニ
ー 

株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス 

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
フ
ァ

ー
マ
合
同
会
社 

株
式
会
社
グ
ラ
ー

ス
フ
ァ
ル
マ 

さ
く
ら
薬
局
株
式

会
社 

行
田
市
城
西
二
―
六
―
六
ク
レ

ス
ト
城
西
一
〇
三 

東
松
山
市
元
宿
二
―
二
七
―
七

高
橋
ビ
ル

一
〇
七
号 

東
松
山
市
松
山
町
二
―
九
―
四

七
ア
イ
プ
ラ
ザ
一
〇
三 

熊
谷
市
広
瀬
五
四
三
―
二 

熊
谷
市
本
石
一
―
九
〇 

上
尾
市
仲
町
一
―
八
―
三
一
シ

ン
ワ
エ
ク
セ
ル
ビ
ル
二
〇
一 

久
喜
市
鷲
宮
四
―
二
〇
―
一
八 

北
本
市
中
央
二
―
六
二 

東
松
山
市
高
坂
八
九
七
―
二 

比
企
郡
小
川
町
小
川
四
九
七
―

一
一 

令
和
二
年
三
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
四
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 



二 

指
定
施
術
機
関 

 

武
田 

紘
輝 

大
美
賀 

優

吾 齋
坂 

京
子 

甲
田 

礼
子 

長
田 

功 

寺
田 

京
平 

高 

敬
正 

松
本 

剛
弥 

鈴
木 

章
仁 

天
津 

大
輔 

氏
名 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住
所 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
岩

槻
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

あ
み
鍼
灸
院 

斉
坂
指
圧
治
療
院 

株
式
会
社
夢
心 

訪
問
医
療
マ
ッ
サ

ー
ジ
Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ

Ｗ
保
谷
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

た
か
ね
接
骨
院 

せ
ん
ば
接
骨
院 

縄
文
の
丘
整
骨
院 

フ
ォ
ル
ク
志
木
整

骨
院
鍼
灸
院 

あ
ま
つ
接
骨
院 

名
称 

施
術
所 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
諏
訪
二
―

一
―
六
カ
メ
タ
ニ
ビ
ル
ズ
二
三 

三
〇
五
号
室 

東
京
都
墨
田
区
太
平
二
―
三
―

一
三 

坂
戸
市
本
町
一
七
―
一
五 

三
郷
市
三
郷
二
―
一
四
―
一
二 

東
京
都
西
東
京
市
東
町
二
―
一

五
―
二
五
山
西
ビ
ル
二
〇
二 

三
郷
市
中
央
二
―
二
―
一
〇 

茨
城
県
水
戸
市
千
波
町
一
七
四

四
―
一
七 

志
木
市
柏
町
一
―
二
〇
―
三
七 

志
木
市
幸
町
三
―
四
―
一
〇
Ｊ

Ｕ
Ｎ
志
木
ハ
イ
ツ
一
〇
三 

草
加
市
西
町
一
一
六
五
―
一
―

Ｃ
一
〇
一 

所
在
地 

令
和
二
年
五
月

二
十
八
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

九
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
五
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 

令
和
二
年
六
月

一
日 指

定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
八
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

指
定
医
療
機
関 

二 

指
定
施
術
機
関 

 

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
に
じ
色
マ

ッ
プ 

も
と
き
歯
科
医
院 

名

称 

所 

在 

地 

所 

在 

地 

変
更
事
項 

坂
戸
市
南
町
八
―
一
〇

ヴ
ァ
ン
テ
ア
ン
ビ
ル
一

〇
三
号 

北
本
市
下
石
戸
下
一
二

四
八
―
三 

変

更

前 

坂
戸
市
泉
町
五
―
七 

北
本
市
下
石
戸
一
―
四
二

八 

変

更

後 

山
田 

政
輝 

山
口 

泰
弘 

塚
原 

芽
久
美 

氏

名 

施
術
所 

施
術
所 

施
術
所 変

更
事
項 

所
在
地 

所
在
地 

所
在
地 

日
高
市
高
萩
五
八
二

マ
ン
シ
ョ
ン
高
萩

―

二
〇
五 

草
加
市
青
柳
七
―
九

―
二
二 

上
尾
市
原
新
町
一
九

―
一
友
光
ビ
ル
一
Ｆ 

変

更

前 

日
高
市
中
沢
七
二
九

―
一
五 

吉
川
市
美
南
五
―
三

〇
―
六 

上
尾
市
緑
丘
三
―
三

―
一
一
―
二
Ｐ
Ａ
Ｐ
Ａ

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ア
ヴ
ェ

ニ
ュ
ー
Ｂ
棟 

変

更

後 



  

松
﨑 

那
輝 
施
術
所 

所
在
地 

名 

称 

上
尾
市
原
新
町
一
九

―
一 

一
Ｆ 

訪
問
医
療
マ
ッ
サ
ー

ジ
Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
上
尾

ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

上
尾
市
緑
丘
三
―
三

―
一
一
―
二
Ｐ
Ａ
Ｐ
Ａ

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ア
ヴ
ェ

ニ
ュ
ー
Ｂ
棟 

Ｋ
Ｅ
ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｗ
上
尾
ス

テ
ー
シ
ョ
ン 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
九
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項

並
び
に
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に

お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
又
は
指
定
施
術
機
関
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

田
口
皮
膚
科
医
院 

く
ろ
だ
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク い
し
ど
り
ク
リ
ニ
ッ
ク 

さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク 

本
田
小
児
科
医
院 

松
本
内
科
医
院 

し
ゅ
ろ
の
き
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク 

名
称 

一 

指
定
医
療
機
関 

志
木
市
本
町
六
―
一
八
―
五
医
療
ビ
ル
地
下

一
階 

朝
霞
市
溝
沼
七
六
〇
朝
霞
溝
沼
医
療
セ
ン
タ

ー
一
Ｆ 

草
加
市
苗
塚
町
四
一
八
―
一 

上
尾
市
上
尾
村
五
四
二
―
一 

上
尾
市
瓦
葺
一
〇
二
二 

上
尾
市
浅
間
台
三
―
二
九
―
一
六 

久
喜
市
青
葉
五
―
一
五
―
一 

所
在
地 

 

令
和
二
年
四
月
三
十

日 平
成
二
十
九
年
十
一

月
三
十
日 

令
和
元
年
五
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
四
月
三
十

日 令
和
二
年
四
月
一
日 

令
和
二
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
四
月
三
十

日 

廃
止
年
月
日 

 



訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 

ポ
ラ
リ
ス
朝
霞 

市
川
薬
局 

入
間
川
オ
レ
ン
ジ
薬
局 

フ
タ
バ
薬
局 

わ
ら
び

店 と
み
た
歯
科
医
院 

み
ど
り
ち
ょ
う
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク 

し
も
や
ま
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

和
光
市
歯
科 

と
も
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク 

い
し
は
た
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク 

の
ぐ
ち
内
科
ク
リ
ニ
ッ

ク 田
谷
医
院 

朝
霞
市
本
町
二
―
二
一
―
三
九
み
つ
ば
レ
ジ

デ
ン
ス
朝
霞 

比
企
郡
小
川
町
小
川
四
九
七
―
一
一 

狭
山
市
富
士
見
一
―
七
―
三 

蕨
市
北
町
三
―
四
―
二
八 

秩
父
市
蒔
田
二
二
七
三
―
一 

熊
谷
市
美
土
里
町
一
―
七
一
―
三 

所
沢
市
緑
町
四
―
五
―
一
六
―
一
〇
二 

和
光
市
丸
山
台
一
―
一
〇
―
一
Ｍ
Ｔ
Ｃ
ビ
ル

六
Ｆ 

上
尾
市
春
日
一
―
四
―
二
〇
い
な
げ
や
内 

久
喜
市
久
喜
中
央
一
―
三
―
一
九 

鶴
ヶ
島
市
脚
折
町
六
―
二
八
―
一 

行
田
市
長
野
一
三
九
六
―
三 

令
和
二
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
四
月
三
十

日 平
成
三
十
年
十
二
月

三
十
一
日 

令
和
二
年
四
月
三
十

日 平
成
三
十
年
十
一
月

三
十
日 

令
和
二
年
四
月
三
十

日 令
和
二
年
二
月
二
十

九
日 

令
和
二
年
四
月
三
十

日 令
和
二
年
三
月
十
五

日 令
和
二
年
四
月
三
十

日 令
和
二
年
四
月
三
十

日 令
和
二
年
四
月
三
十

日 



 

二 

指
定
施
術
機
関 

  

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン 
あ
い 

入
間
市
上
小
谷
田
三
五
―
一
ベ
ル
セ
ゾ
ン
Ｂ

棟
一
〇
二
号 

令
和
二
年
四
月
三
十

日 

林 

啓
三 

氏
名 

 
 住

所 

有
限
会
社
県
民
福
祉

サ
ー
ビ
ス
治
療
院
も

み
の
木 

名
称 施 

 
 

術 
 

 

所 

所
沢
市
く
す
の
き
台
三

―
一
三
―
一 

所
在
地 

令
和
二
年
六
月
一
日 

廃
止
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住

帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律

第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、

次
の
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 

ひ
か
り
薬
局 

医
療
法
人
桂
水

会 

岡
病
院 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

上
新
井
苑 

短
期
入
所
介
護 

の
ぞ
み
の
里 

名
称 

羽
生
市
下
新
郷

一
〇
五
四
―
二 

本
庄
市
北
堀
八

一
〇 

所
沢
市
山
口
三

三
八
―
二 

熊
谷
市
拾
六
間

二
九
九
―
一 

所
在
地 

有
限
会
社
ア
ド

ニ
ス 

医
療
法
人
桂
水

会 株
式
会
社
ヴ
ォ

ル
フ
ァ
ー
ト 

社
会
福
祉
法
人

白
寿
会 

開
設
者
名 

介
護
予
防
居
宅

療
養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理

指
導 

介
護
予
防
訪
問

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン 

介
護
予
防
訪
問

看
護 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
認
知

症
対
応
型
共
同

生
活
介
護 

短
期
入
所
生
活

介
護 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

令
和
二
年
四
月
一

日 令
和
二
年
二
月
一

日 令
和
二
年
二
月
一

日 令
和
元
年
八
月
一

日 

指
定
年
月
日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
一
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

パ
ル
薬
局
鶴
瀬
店 

セ
イ
ム
ス 

タ
ツ
ミ
薬

局 パ
ル
薬
局
溝
沼
店 

セ
イ
ム
ス
蕨
中
央
薬

局 

名
称 

事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 変
更
事
項 

信
和
薬
局 

タ
ツ
ミ
調
剤
薬

局 平
成
薬
局 

蕨
中
央
薬
局 

 

変
更
前 

パ
ル
薬
局
鶴
瀬

店 セ
イ
ム
ス 

タ

ツ
ミ
薬
局 

パ
ル
薬
局
溝
沼

店 セ
イ
ム
ス
蕨
中

央
薬
局 

 
変
更
後 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 



 

   

セ
イ
ム
ス
氷
川
薬
局 

パ
ル
薬
局
鶴
瀬
西
店 

株
式
会
社
福
祉
協
同

サ
ー
ビ
ス 

中
央
営

業
所 

パ
ル
薬
局
三
芳
町
店 

セ
イ
ム
ス
平
方
薬
局 

事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 

事
業
所
所

在
地 

事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 

あ
い
薬
局 

氷

川
店 

ス
マ
イ
ル
薬
局 

三
郷
市
新
和
五

―
一
六
一
―
二 

み
ず
ほ
台
薬
局 

平
方
薬
局 

セ
イ
ム
ス
氷
川

薬
局 

パ
ル
薬
局
鶴
瀬

西
店 

三
郷
市
谷
口
六

一
七 

パ
ル
薬
局
三
芳

町
店 

セ
イ
ム
ス
平
方

薬
局 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

福
祉
用
具
貸
与 

 
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸

与 
 

特
定
福
祉
用
具
販
売 

 

特
定
介
護
予
防
福
祉
用

具
販
売 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 



  

セ
イ
ム
ス
桶
川
若
宮

薬
局 

パ
ル
薬
局
新
座
北
野

２
号
店 

パ
ル
薬
局
西
み
ず
ほ
台

店 パ
ル
薬
局
新
座
北
野

店 パ
ル
薬
局
所
沢
店 

パ
ル
薬
局
新
座
店 

事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 事
業
所
名

称 

あ
い
薬
局 

桶

川
店 

く
る
み
薬
局 

２
号
店 

彩
薬
局 

く
る
み
薬
局 

恵
和
薬
局 

か
も
め
薬
局 

セ
イ
ム
ス
桶
川

若
宮
薬
局 

パ
ル
薬
局
新
座

北
野
２
号
店 

パ
ル
薬
局
西
み

ず
ほ
台
店 

パ
ル
薬
局
新
座

北
野
店 

パ
ル
薬
局
所
沢

店 パ
ル
薬
局
新
座

店 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

 

介
護
予
防
居
宅
療
養
管

理
指
導 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
二
号 

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」

と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
介
護
機
関
を
含
む
。
）
か
ら
、

次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

                   

   

岡
病
院 

中
里
小
児
科
医
院 

名
称 

本
庄
市
北
堀
八
一

〇 入
間
市
扇
町
屋
三

―
四
―
一
八 

所
在
地 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

介
護
予
防
訪
問
看
護 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

訪
問
看
護 

介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指
導 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

平
成
二
十
年
三
月
三

十
一
日  

令
和
二
年
四
月
一
日 

廃
止
年
月
日 



 

                              

   

戸
田
市
立
介
護
老
人

保
健
施
設 

す
や
薬
局
宮
本
店 

す
ば
る
薬
局 

パ
ル
薬
局
所
沢
店 

戸
田
市
美
女
木
四

―
二
〇
―
六 

本
庄
市
千
代
田
一

―
四
―
二
三 

狭
山
市
富
士
見
一

―
七
―
六 

所
沢
市
榎
町
一
二

―
七 

介
護
予
防
短
期
入

所
療
養
介
護 

介
護
予
防
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン 

短
期
入
所
療
養
介

護 通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン 

介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指

導 介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指

導 介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導 

居
宅
療
養
管
理
指

導 

平
成
三
十
年
三
月
三

十
一
日  

令
和
二
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
三
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
三
月
三
十

一
日 



 

 
短
期
入
所
介
護 

の

ぞ
み
の
里 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン 

あ
い 

熊
谷
市
拾
六
間
二

九
九
―
一 

入
間
市
小
谷
田
三

五
―
一 

ベ
ル
セ

ゾ
ン
Ｂ
―
一
〇
二 

短
期
入
所
生
活
介

護 介
護
予
防
訪
問
看

護 訪
問
看
護 

令
和
元
年
十
月
三
十

一
日 

令
和
二
年
四
月
三
十

日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
六
月
二
十
五
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

備
前
堀
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

加
須
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
四
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
二
年
六
月
二
十
五
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

羽
生
領
島
中
領
用
排
水
路
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

加
須
市 

 



 

 

告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画

事
業
の
認
可
の
告
示
（
令
和
二
年
関
東
地
方
整
備
局
告
示
第
二
百
十
号
）
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
後
に
事
業
地
内
の
土
地
建
物
等
を

有
償
で
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
者
は
、
都
市
計
画
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
土
地

建
物
等
、
そ
の
予
定
対
価
の
額
及
び
当
該
土
地
建
物
等
を
譲
り
渡
そ
う
と
す
る
相
手
方
そ
の
他
の

事
項
を
書
面
で
施
行
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

埼
玉
県 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
朝
霞
市
浜
崎
六
百
七
十
八
番
地 

三 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 

新
座
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
一
号
保
谷
朝
霞
線 

四 

事
業
施
行
期
間 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五 

事
業
地
の
所
在 

イ 

収
用
の
部
分 

 
 

埼
玉
県
新
座
市
野
寺
二
丁
目
、
野
寺
三
丁
目
及
び
野
寺
四
丁
目
地
内 

ロ 

使
用
の
部
分 

 
 

な
し 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
六
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
六
―
一
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
所
沢
市
く
す
の
き
台
一
丁
目
一
番
一 

他
七
十
三
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

二
千
四
百
四
・
二
一
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
七
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
七
―
三
十
一
―
四
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 

埼
玉
県
入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富
字
東
永
久
保
二
千
二
百
八
十
九
番
五 

他
二
十
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

千
百
九
十
三
・
九
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
十
八
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   大宮公園清掃・警備業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   令和２年10月１日（木）から令和５年９月30日（土）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

   大宮公園 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。また、入札金額については、履行期間全体の総価を

入力し、又は記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（平成30年埼玉県告示第857

号）又は物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和２年埼玉県告

示第277号）に基づき、業種区分「建築物の管理に関する業務」のＡ等級に格付

けされ、「清掃」及び「人間警備」に登録している者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を



受けていない者であること。 

 ⑸ 令和２年６月30日以前の過去５年間において、国又は地方公共団体が所有し、

又は管理する建築物の日常清掃業務（10,000㎡以上）及び警備業務（人間警備

業務）を受託し、それぞれ１年以上誠実に履行した実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-0803 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町４丁目 埼玉県大宮公園事務所 

  総務管理担当 小林、浅見 電話048-641-6391（代表） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和２年８月28日（金）午前９時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和２年８月27日（木）午後５時

まで（必着） 

 なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和２年８月28日（金）午前９時

まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県大宮公園事務所 令和２年８月28日（金）午前10時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 



    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和２年８月７日（金）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和２年７月６日（月）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））



へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を受注者

に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

  ⑴  Nature of the Services Required: 

      Cleaning and security services for Omiya Park 

  ⑵  Deadline for Submissions: 

      By the electronic tender system or in person: 9:00 a.m., August 28,    

      2020 

      By registered mail: 5:00 p.m., August 27, 2020 

  ⑶  Contact Information: 

      Omiya Park Office, Department of City Development, Saitama 

      Prefectural Government. 

Takahana-cho 4, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-0803 

      Ph. 048-641-6391 
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１ 購入等件名及び数量 

  検視支援システムタブレット端末機器等の賃貸借 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和２年６月３日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ＮＴＴファイナンス株式会社 東京都港区港南１丁目２番70号 

５ 落札金額 

  34,108,800円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和２年４月21日 
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三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

富
士
見
市
役
所
本
庁

舎
前
駐
車
場 

越
生
自
然
休
養
村
セ

ン
タ
ー
駐
車
場 

越
生
町
中
央
公
民
館

駐
車
場 

原
谷
公
民
館
駐
車
場 

大
田
公
民
館
駐
車
場 

 

尾
田
蒔
公
民
館
駐
車

場 影
森
公
民
館
駐
車
場 

秩
父
市
役
所
駐
車
場 

秩
父
市
役
所
吉
田
総

合
支
所
駐
車
場 



       

新

座

市 

朝

霞

市 

志

木

市 

ふ
じ
み
野
市 

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

及
び
同
月
十
三
日 

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日

及
び
同
月
二
十
七
日 

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日 

令
和
二
年
十
月
二
十
日 

令
和
二
年
十
月
十
九
日 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午

ま
で
及
び
午
後
一
時

か
ら
三
時
ま
で 

新
座
市
民
会
館
駐
車

場 朝
霞
市
産
業
文
化
セ

ン
タ
ー
第
二
駐
車
場 

志
木
市
健
康
増
進
セ

ン
タ
ー
駐
車
場 

ふ
じ
み
野
市
役
所
公

用
車
駐
車
場 

ふ
じ
み
野
市
大
井
総

合
支
所
駐
車
場 



告

示 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長
告
示
第
五
号 

 
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長 

石 

川 

和 

正 

一 

検
査
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器 

 
 

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る 

 

特
定
計
量
器
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以 

 

下
の
電
気
式
は
か
り
を
使
用
す
る
者
（
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
非
自
動 

 

は
か
り
を
併
せ
て
使
用
す
る
者
を
除
く
。
）
が
使
用
す
る
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム 

 

以
下
の
電
気
式
は
か
り 

二 

検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所 

                     

 

皆

野

町 

横

瀬

町 

長

町 

和

光

市 

狭

山

市 

区

域 

 

令
和
二
年
九
月
九
日
か
ら
十
二
月
九
日
ま

で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
九
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま

で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
九
月
七
日
か
ら
十
二
月
七
日
ま

で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二

月
一
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
十
一
月
二

十
五
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
（
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平

成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
日
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
） 

期

日 

 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

計
量
器
の
所
在
場
所 

場

所 



 

                         

 

新

座

市 

朝

霞

市 

志

木

市 

ふ
じ
み
野
市 

富

士

見

市 

秩

父

市 

小

鹿

野

町 

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
令
和
三
年

二
月
十
二
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
三
年

一
月
二
十
六
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及

び
休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
三
年

一
月
二
十
二
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及

び
休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
十
月
十
九
日
か
ら
令
和
三
年
一

月
十
九
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
十
月
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
一

月
十
四
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
九
月
十
四
日
か
ら
十
二
月
十
四

日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除

く
。
） 

令
和
二
年
九
月
十
日
か
ら
十
二
月
十
日
ま

で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。
） 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 



告

示 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長
告
示
第
六
号 

 
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
の
定

期
検
査
を
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
定
期
検
査
機
関
一
般
社
団
法
人
埼
玉

県
計
量
協
会
に
次
の
と
お
り
実
施
さ
せ
る
。 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
計
量
検
定
所
長 

石 

川 

和 

正 

一 

検
査
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器 

 
 

計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

特
定
計
量
器
で
あ
っ
て
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
非
自
動
は
か
り
（
分
銅
及
び
お
も
り
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
） 

 

イ 

ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
使
用
し
て
い
る
者 

電

気
式
は
か
り
及
び
ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
機
械
式
は
か
り 

 

ロ 

ひ
ょ
う
量
が
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
非
自
動
は
か
り
を
使
用
し
て
い
な
い
者
で

あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
電
気
式
は
か
り
を
使
用
し
て
い
る
者
（
ひ

ょ
う
量
が
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
、
二
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
電
気
式
は
か
り
を

併
せ
て
使
用
す
る
者
を
除
く
。
） 

ひ
ょ
う
量
が
百
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
電
気
式
は
か

り 

二 

検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所 

               

 

長

町 

和

光

市 

狭

山

市 

区

域 

 

令
和
二
年
九
月
七
日
か
ら
十
二
月
七
日
ま

で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二

月
一
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
八
月
二
十
五
日
か
ら
十
一
月
二

十
五
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
（
埼
玉
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平

成
元
年
埼
玉
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第

一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
日
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
） 

期

日 

 

同
右 

同
右 

計
量
器
の
所
在
場
所 

場

所 



 

                          

新

座

市 

朝

霞

市 

志

木

市 

ふ
じ
み
野
市 

富

士

見

市 

秩

父

市 

小

鹿

野

町 

皆

野

町 

横

瀬

町 

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
令
和
三
年

二
月
十
二
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び

休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
三
年

一
月
二
十
六
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及

び
休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
令
和
三
年

一
月
二
十
二
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及

び
休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
十
月
十
九
日
か
ら
令
和
三
年
一

月
十
九
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
十
月
十
四
日
か
ら
令
和
三
年
一

月
十
四
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休

日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
九
月
十
四
日
か
ら
十
二
月
十
四

日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除

く
。
） 

令
和
二
年
九
月
十
日
か
ら
十
二
月
十
日
ま

で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
九
月
九
日
か
ら
十
二
月
九
日
ま

で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。
） 

令
和
二
年
九
月
八
日
か
ら
十
二
月
八
日
ま

で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
く
。
） 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 

同
右 



告

示 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務
所
長 

金 

子 
 

 

勉 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

根
岸
本
町
線 

三 

道
路
の
区
域 

 



      

   
 
 

新 

     
 
 

旧 

   

旧 

新 

別 

  

川
口
市
大
字
安
行
領
根
岸
字
外
谷
田

三
〇
五
二
番
一
地
先
か
ら 

同
市
大
字
安
行
領
根
岸
字
外
谷
田
三

〇
六
一
番
一
地
先
ま
で 

 
区 

 
 
 

間 
 

 

一
七
・
六
四 

 
 
 

～ 

 
 
 

二
八
・
〇
七 

 

一
〇
・
〇
〇 

 
 
 

～ 

 
 
 

二
一
・
九
一 

 
 

敷
地
の
幅
員 

 

（
メ
ー
ト
ル
） 

    
 
 
 

 
 
 

九
六
・
〇
九 

 
 
 

延 
 
 
 

長 

 
 
 

（
メ
ー
ト
ル
） 

道
路
拡
幅
工
事
に
よ
る
。 

 
 

備 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
号 

 
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

令
和
二
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

楢
原 

徹 



 

第
一
号 

指

定

番

号 

建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
五
号 

指

定

に

係

る 
道

路

の

種

類 

令
和
二
年
六
月
十

九
日 

 

指

定

の

年

月

日 

埼
玉
県
児
玉
郡
上
里
町
大
字
七
本
木
字
三
軒
西
前
千
八

百
十
三
番
六
、
千
八
百
十
三
番
一 

指

定

に

係

る

道

路

の

位

置 

三
十
三
・
二
五 

指

定

に

係

る 

道

路

の

延

長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

五
・
五
〇 

指

定

に

係

る 

道

路

の

幅

員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 
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